
様式第１号                  

審 査 基 準 整 理 票 

 
 

処分名 後期高齢者医療保険料に係る延滞金の減免 
 

根拠法令名 大津市後期高齢者医療に関する条例  （条項）第6条第3項 

基準法令名  大津市後期高齢者医療に関する条例  （条項）第6条第3項 

所管部署 健康福祉部 保険年金課 高齢者医療係 

標準処理期間 60 日 法定処理期間 - 日 

 【審査基準】 ・文書の名称【                           】 

        ・掲載図書等【                           】 

        ・内容    ■全部記載   □一部・項目のみ記載 

 

  延滞金の減免に係る審査基準は、大津市後期高齢者医療に関する条例第６条第３項に規

定する要件に該当していることを基準とする。 

  

 

 



 

【根拠・基準法令】 

大津市後期高齢者医療に関する条例（以下「条例」という。） 

(延滞金) 

第６条 普通徴収の納付義務者が納期限後にその保険料を納付する場合においては、その納

期限の翌日から納付の日までの期間に応じ、当該納付金額(１，０００円未満の端数がある

とき、又はその全額が２，０００円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り

捨てる。)につき年１４．６パーセント(当該納期限の翌日から１月を経過する日までの期

間については、年７．３パーセント)の割合をもって計算した金額に相当する延滞金を徴収

する。 

２ 前項の延滞金の確定金額に１００円未満の端数があるとき、又はその全額が１，０００

円未満であるときは、その端数金額又は全額を切り捨てる。 

３ 市長は、普通徴収の納付義務者が納期限までに保険料を納めないことについて、やむを

得ない理由があると認めるときは、前２項の延滞金額を減額し、又は免除することができ

る。 

４ 第１項に規定する年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、３６５日当たり

の割合とする。 

 

【条例第６条第３項に規定するやむを得ない理由】 

（１） 納付義務者が生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）の規定による保護を受けてい

るとき、またはこれに準ずる家庭状況にあると認められるとき。なお、これに準ずる

家庭状況にあるときとは、世帯全員の直近３か月分の収入の一月当たりの平均額が生

活保護基準額に準じて算出した基準額の１．１倍未満であるときとする。 

（２） 納付義務者が継続して３か月以上失業状態にあり、生活が困難と認められるとき。 

（３） 納付義務者がその財産につき、震災、風水害、火災その他の災害を受け、又は盗難に

あったことにより生活が困難であると認められるとき。 

（４） 納付義務者、又は、その者と生計を一にする親族が病気にかかり、又は負傷し、生活

が困難と認められるとき。 

  



※ 審査基準の内容すべてを記載することができないときは、当該審査基準が記載された図書等の  

 縦覧をもって代えることができる。 

 

 

（５） 納付義務者がその事業につき、著しい損害を受け、生活が困難と認められるとき。 

（６） 納付義務者がその事業を廃止し、又は休止したことにより生活が困難と認められると

き。 

（７） 納付義務者が破産法（平成１６年法律第７５号）に規定する破産手続開始の決定を受け

たとき。 

（８） 納付義務者が後期高齢者医療保険料の減免若しくは減額の措置を受けているとき。 

（９） 前各号に該当する場合を除くほか、特に必要と認めるとき。 

 


